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令和５年度社会福祉法人等指導監査年報 

 

第１部  指導監査体制及び実施概況 

 

【はじめに】 

 

★  本年報は、令和５年度の社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査の実施結果等をとり

まとめたものです。 

 

★  法人・施設運営の留意点と併せ、指導監査での具体的な指摘事例を掲載しておりますの

で、今後の法人・施設運営、管理、内部監査等にご活用をいただければ幸いです。 

 

★  第１部では、指導監査体制と実施概況について説明します。 
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１  指導監査体制 

社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査の一元化、強化を図り、指導監査に係る

総合調整機能を充実させるため、本庁に福祉監査グループ、地方局に福祉指導グループを設

置しています。 

その担当区分は以下のとおりです。なお、県立施設は事業主管課が担当しています。 

 

○ 本庁福祉監査グループ … 行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人及び

２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人並びにその施設 

○ 地方局福祉指導グループ … その他の社会福祉法人及びその施設並びに公立施設 

 

法人所管と施設所管が、県と中核市（松山市）、市に分かれるもののうち、調整可能な場合、

指導監査の効率性及び法人・施設の負担軽減のため、合同で指導監査を実施しています。 

 

 

２  監査実施方針等 

指導監査は、国の社会福祉法人指導監査実施要綱（以下「指導監査要綱」という。）等に基

づいて定めた社会福祉法人・施設共通の「愛媛県社会福祉法人等指導監査要綱」に基づき実

施しています。 

毎年度当初には、保健福祉部において社会福祉法人等一般監査実施方針等に係る部内審査

会を開催し、基本方針、重点項目､実施計画等の一般監査実施方針を定めています。 

令和５年度においては、法人監査では「経営組織のガバナンスの強化」、「財務規律の強化」、

「事業運営の透明性の向上」等を重点項目とし、評議員会及び理事会の適正な開催、評議員・

役員報酬等の基準の整備・公表、社会福祉法人会計基準等に基づく適正な会計処理等、また、

施設監査では「災害対策」、「感染症対策等」、「施設の人事管理」、「事故防止対策」等を重点

項目とし、非常災害や感染症の発生時における業務継続のための取組、職員の確保・育成に

向けた取組、事故の未然防止及び発生時の的確な対応のための取組等の確認・指導を行いま

した。 

指導監査当日は、法人・施設運営に関して必要な調査を行うほか、財務会計の基本となる

現金等の管理の適正性を検証するため、現金等の現物実査も実施しています。 

指導監査における指摘事項は、「指導監査結果通知書」として法人代表者（設置者）に送付

し、原則、文書による回答を求め、重要な問題点は、理事会での審議を要請しているほか、

必要に応じて、事後確認指導を実施し、改善への取組を促しています。 

なお、指導監査事前調書については、法人・施設調書ともに、国の指導監査要綱の改正や

各年度における指導監査の重点項目を踏まえて、毎年度、所要の見直しを行っています。 
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３  指導監査対象法人・施設等 

(1)  法人関係 

令和５年度の本庁福祉監査グループ及び地方局福祉指導グループの指導監査対象法人数

は、児童関係７、障がい・保護関係（社協等を含む。）23、老人関係 16の計 46法人でした。 

令和５年度においては、実施計画に基づき、14法人について指導監査を実施しました。 

［法人監査の状況］ 

区    分 対 象 数 実 施 数 

児 童 関 係 7 2 

障 が い ・ 保 護 関 係 23 8 

老 人 関 係 16 4 

計 46 14 

 

(2)  施設関係 

 令和５年度の本庁福祉監査グループ及び地方局福祉指導グループの指導監査対象施設数

は、児童関係 277、障がい・保護関係 48、老人関係 172の計 497施設でした。 

   令和５年度においては、実施計画に基づき、367施設について指導監査を実施しました。 

［施設監査の状況］ 

区    分 対 象 数 実 施 数 

児 童 関 係 277 277 

障 が い ・ 保 護 関 係 48 28 

老 人 関 係 172 62 

計 497 367 

    （注）県立施設は除く。 

(3）  実施回数 

法人監査については、関係法令の遵守状況や施設・事業運営の取組状況等を勘案し、大

きな問題が認められない法人は、３年に１回の実地監査としていますが、大きな問題が認

められる法人については、毎年継続的に実地監査を実施することとしています。 

なお、大きな問題が認められない法人であって一定の要件を満たす法人については、実

地監査を最大５年に１回に緩和することが可能となっています。 

一方、施設監査については、年に１回の実地監査としていますが、適正な運営が確保さ

れていると認められる場合、障がい関係施設（障害者支援施設に限る。）、保護関係施設及

び老人関係施設においては、３年に１回実地監査を実施しています。 

 

 



第１部 指導監査体制及び実施概況 

 

 4 

４  指導監査の指摘状況 

(1)  法人関係 

法人の文書指摘状況は、次のとおりです。 

指摘事項 法人数 指摘率 備考 

法 人 運 営 11 法人 78.57 ％ 実 施 法 人 数 14 法人 

  

  

  

  

  

  

  

  

定款 4 法人 28.57 ％    

内部管理体制 0 法人 0.00 ％    

評議員・評議員会 6 法人 42.86 ％    

理事 1 法人 7.14 ％    

監事 0 法人 0.00 ％    

理事会 9 法人 64.29 ％    

会計監査人 0 法人 0.00 ％    

評議員、理事、監事及び 
会計監査人の報酬 

1 法人 7.14 ％    

事 業 0 法人 0.00 ％    

  

  

  

  

事業一般 0 法人 0.00 ％    

社会福祉事業 0 法人 0.00 ％    

公益事業 0 法人 0.00 ％    

収益事業 0 法人 0.00 ％    

管 理 5 法人 35.71 ％    

  

  

  

  

人事管理 2 法人 14.29 ％    

資産管理 4 法人 28.57 ％    

会計管理 3 法人 21.43 ％    

その他 1 法人 7.14 ％    

 (注) 1法人で複数の指摘事項があるため、内訳の法人合計数と実施法人数は一致しません。 

 

ア  法人運営 

理事会、評議員・評議員会に関して、指摘率が高くなっています。 

イ  管理 

         資産管理、会計管理に関して、指摘率が高くなっています。 
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(2)  施設関係 

①  施設全体 

施設全体の文書指摘状況は、次のとおりです。 

指摘事項 施設数 指摘率 備考 

業務運営管理部門 325 施設 88.56 ％ 実 施 施 設 数 367 施設 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

経営企画管理 39 施設 10.63 ％    

主要業務運営 66 施設 17.98 ％    

給食業務運営 204 施設 55.59 ％    

衛生管理 92 施設 25.07 ％    

健康管理 55 施設 14.99 ％    

安全管理 156 施設 42.51 ％    

危機管理 229 施設 62.40 ％    

情報管理 39 施設 10.63 ％    

事務管理 12 施設 3.27 ％    

業務運営その他 0 施設 0.00 ％    

人事労務管理部門 126 施設 34.33 ％    

  

  

  

  

  

労務管理 56 施設 15.26 ％    

職員管理 70 施設 19.07 ％    

勤務管理 32 施設 8.72 ％    

給与管理 0 施設 0.00 ％    

人事労務その他 1 施設 0.27 ％    

施設財産管理部門 157 施設 42.78 ％    

  

  

  

  

施設・敷地管理 38 施設 10.35 ％    

設備管理 94 施設 25.61 ％    

物品等管理 60 施設 16.35 ％    

施設財産その他 0 施設 0.00 ％    

財務会計管理部門 37 施設 10.08 ％    

  

  

  

  

会計管理 8 施設 2.18 ％    

資金管理 11 施設 3.00 ％    

契約管理 18 施設 4.90 ％    

財務会計その他 1 施設 0.27 ％    

(注) 1施設で複数の指摘事項があるため、内訳の施設合計数と実施施設数は一致しません。 

 

ア  業務運営管理 

     危機管理、給食業務運営、安全管理に関して、指摘率が高くなっています。 

      イ  人事労務管理 

         職員管理、労務管理、勤務管理に関して、指摘率が高くなっています。 

ウ  施設財産管理 

  設備管理、物品等管理、施設・敷地管理に関して、指摘率が高くなっています。 

      エ  財務会計管理 

    契約管理、資金管理に関して、指摘率が高くなっています。 
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②  児童福祉施設 

児童福祉施設の文書指摘状況は、次のとおりです。 

指摘事項 施設数 指摘率 備考 

業務運営管理部門 249 施設 89.89 ％ 実 施 施 設 数 277 施設 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

経営企画管理 27 施設 9.75 ％    

主要業務運営 40 施設 14.44 ％    

給食業務運営 164 施設 59.21 ％    

衛生管理 80 施設 28.88 ％    

健康管理 53 施設 19.13 ％    

安全管理 137 施設 49.46 ％    

危機管理 173 施設 62.45 ％    

情報管理 21 施設 7.58 ％    

事務管理 3 施設 1.08 ％    

業務運営その他 0 施設 0.00 ％    

人事労務管理部門 91 施設 32.85 ％    

  

  

  

  

  

労務管理 40 施設 14.44 ％    

職員管理 59 施設 21.30 ％    

勤務管理 16 施設 5.78 ％    

給与管理 0 施設 0.00 ％    

人事労務その他 1 施設 0.36 ％    

施設財産管理部門 133 施設 48.01 ％    

  

  

  

  

施設・敷地管理 38 施設 13.72 ％    

設備管理 80 施設 28.88 ％    

物品等管理 46 施設 16.61 ％    

施設財産その他 0 施設 0.00 ％    

財務会計管理部門 12 施設 4.33 ％    

  

  

  

  

会計管理 1 施設 0.36 ％    

資金管理 5 施設 1.81 ％    

契約管理 5 施設 1.81 ％    

財務会計その他 1 施設 0.36 ％    

(注) 1施設で複数の指摘事項があるため、内訳の施設合計数と実施施設数は一致しません。 

(注) 障害児入所施設及び児童発達支援センターについては、障がい・保護施設に計上しています。 

 

児童福祉施設では、業務運営管理における危機管理、給食業務運営、人事労務管理におけ

る職員管理、労務管理、施設財産管理における設備管理、財務会計管理における資金管理、

契約管理などに関して、指摘率が高くなっています。 
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③  障がい・保護施設 

障がい・保護施設の文書指摘状況は、次のとおりです。 

指摘事項 施設数 指摘率 備考 

業務運営管理部門 27 施設 96.43 ％ 実 施 施 設 数 28 施設 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

経営企画管理 2 施設 7.14 ％    

主要業務運営 16 施設 57.14 ％    

給食業務運営 10 施設 35.71 ％    

衛生管理 7 施設 25.00 ％    

健康管理 2 施設 7.14 ％    

安全管理 9 施設 32.14 ％    

危機管理 17 施設 60.71 ％    

情報管理 7 施設 25.00 ％    

事務管理 9 施設 32.14 ％    

業務運営その他 0 施設 0.00 ％    

人事労務管理部門 8 施設 28.57 ％    

  

  

  

  

  

労務管理 2 施設 7.14 ％    

職員管理 3 施設 10.71 ％    

勤務管理 5 施設 17.86 ％    

給与管理 0 施設 0.00 ％    

人事労務その他 0 施設 0.00 ％    

施設財産管理部門 7 施設 25.00 ％    

  

  

  

  

施設・敷地管理 0 施設 0.00 ％    

設備管理 2 施設 7.14 ％    

物品等管理 7 施設 25.00 ％    

施設財産その他 0 施設 0.00 ％    

財務会計管理部門 8 施設 28.57 ％    

  

  

  

  

会計管理 2 施設 7.14 ％    

資金管理 4 施設 14.29 ％    

契約管理 2 施設 7.14 ％    

財務会計その他 0 施設 0.00 ％    

(注) 1施設で複数の指摘事項があるため、内訳の施設合計数と実施施設数は一致しません。 

 

障がい・保護施設では、業務運営管理における危機管理、主要業務運営、人事労務管理に

おける勤務管理、施設財産管理における物品等管理、財務会計管理における資金管理などに

関して、指摘率が高くなっています。 
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④  老人福祉施設 

老人福祉施設の文書指摘状況は、次のとおりです。 

指摘事項 施設数 指摘率 備考 

業務運営管理部門 49 施設 79.03 ％ 実 施 施 設 数 62 施設 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

経営企画管理 10 施設 16.13 ％    

主要業務運営 10 施設 16.13 ％    

給食業務運営 30 施設 48.39 ％    

衛生管理 5 施設 8.06 ％    

健康管理 0 施設 0.00 ％    

安全管理 10 施設 16.13 ％    

危機管理 39 施設 62.90 ％    

情報管理 11 施設 17.74 ％    

事務管理 0 施設 0.00 ％    

業務運営その他 0 施設 0.00 ％    

人事労務管理部門 27 施設 43.55 ％    

  

  

  

  

  

労務管理 14 施設 22.58 ％    

職員管理 8 施設 12.90 ％    

勤務管理 11 施設 17.74 ％    

給与管理 0 施設 0.00 ％    

人事労務その他 0 施設 0.00 ％    

施設財産管理部門 17 施設 27.42 ％    

  

  

  

  

施設・敷地管理 0 施設 0.00 ％    

設備管理 12 施設 19.35 ％    

物品等管理 7 施設 11.29 ％    

施設財産その他 0 施設 0.00 ％    

財務会計管理部門 17 施設 27.42 ％    

  

  

  

  

会計管理 5 施設 8.06 ％    

資金管理 2 施設 3.23 ％    

契約管理 11 施設 17.74 ％    

財務会計その他 0 施設 0.00 ％    

(注) 1施設で複数の指摘事項があるため、内訳の施設合計数と実施施設数は一致しません。 

 

老人福祉施設では、業務運営管理における危機管理、給食業務運営、人事労務管理におけ

る労務管理、勤務管理、施設財産管理における設備管理、財務会計管理における契約管理な

どに関して、指摘率が高くなっています。 


